
事 務 連 絡 

令和３年５月２１日 

 

各都道府県総務部（局） 御中 

（財政担当課・人事担当課・市町村担当課扱い） 

 

総務省地域力創造グループ地域政策課 

 

新型コロナワクチンの高齢者接種の促進対策に関する資料の送付について 

 

 

各都道府県におかれましては、全庁をあげて、新型コロナウイルス感染症対策

に取り組まれていることに感謝を申し上げます。 

現在、希望する高齢者の方々に対して、７月末を念頭に各市区町村が２回の接

種を終えることができるよう、政府を挙げて取り組んでいます。このため、接種

を促進するための対策について、各地方自治体向け通知・事務連絡等により厚生

労働省から随時お知らせしています。今般、高齢者のワクチン接種の促進に関し

て、令和３年５月 19 日時点でこれまでに発出した通知・事務連絡等の項目につ

いて、今後の対策の検討に資することを目的に、分野別にメニューとして一覧で

きるよう、厚生労働省において、別添事務連絡の別添１のとおり整理するととも

に、該当する通知・事務連絡について、共同ポータルサイト「OnePublic」にて

改めて送付されました。 

また、これに併せて、各自治体における高齢者のワクチン接種体制確保等に係

る参考事例集が別添事務連絡の別添２のとおり送付されました。 

つきましては、貴都道府県総務部局におかれましても、上記の趣旨を踏まえ、

市区町村に対して別添事務連絡について周知いただくとともに、衛生主管部局

と連絡を密にし、市区町村に対する支援体制を引き続き充実していただくよう

お願いいたします。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項に

基づく技術的な助言であることを申し添えます。 
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